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入札・契約の適正化に係る評価における関心事項 
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入札・契約の適正化に係る政策評価・独立行政法人評価委員会独立行政法人評価分科

会の評価における関心事項は以下のとおりである。 
 本関心事項のうち、「Ⅱ 個々の契約に係る評価」については、各府省評価委員会に

おいて追加的評価を行う場合には、独立行政法人通則法（平成 11 年法律第 103 号）第

32 条第３項に基づく各府省評価委員会から当委員会に対する通知については、別途、

追加・補足の通知を可とする。 
また、「Ⅰ 契約に係る規程類、体制の整備状況等に係る評価」については、通常の

年度評価の枠組みの中で評価することが適当と考えるが、各府省評価委員会において、

「Ⅱ」に係る評価に伴い追加的評価（体制の機能性の追加的評価等）が必要となる場合、

更には、本関心事項に基づき入札・契約に係る事項全体について改めて評価を行う場合

においても、上記と同様、別途の通知を可とする。 
当委員会では、これらの評価結果（通知）を踏まえ評価することとする。 

 
Ⅰ 契約に係る規程類、体制の整備状況等に係る評価 

１ 契約方式、契約事務手続、公表事項等、契約に係る規程類の整備の有無、及び規

定内容を把握した上で、整備内容の適切性について評価を行っているか。 

 

２ 契約事務に係る執行体制を把握し、当該体制が契約の適正実施確保の上で適切な

ものとなっているかについて評価を行っているか。 

  内部審査体制や第三者による審査体制が整備されていない場合、法人の業務特性

（専門性を有する試験・研究法人等）、契約事務量等を勘案し、これらの体制を整

備する必要性について評価を行っているか。また、整備されている場合、競争性・

透明性確保の観点から有効に機能しているかについて評価を行っているか。 

   監事による監査は、これらの体制の整備状況を踏まえた上で行っているかについ

て評価を行っているか。 

 

３ 「随意契約見直し計画」の実施・進捗状況や目標達成に向けた具体的取組状況に

ついて把握した上で、これらの実施状況等について評価を行っているか。 

   また、計画どおりに進んでいない場合、その原因を把握・分析しているか。 



Ⅱ 個々の契約に係る評価 

監事による個々の契約の合規性等に係るチェックプロセス（チェック体制、抽出

方法、抽出件数、個別・具体的チェック方法等）や入札監視委員会などの第三者に

よるチェックプロセスを把握した上で、関連公益法人との間で随意契約を締結して

いるもの、落札率が高いもの、応札者が１者のみであるものなどがある場合におい

て、契約における競争性・透明性の確保の観点から、必要に応じ、評価委員会自ら

が監事等によるチェックプロセスのフォローを行っているか。 

 




